
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次
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改
良
区
の
定
款
の
変
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を
認
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し
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件

三
四
八

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
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件

三
四
八

○
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
件

三
四
八

福
島
県
公
安
委
員
会

○
福
島
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
四
九

告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
戸
ノ
口

堰
土
地
改
良
区
か
ら
令
和
元
年
十
一
月
六
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
月
十

八
日
認
可
し
た
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
湊
地

区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
（
用
排
水
施
設
等
整
備
（
た
め
池
整
備
事
業
）
）
を
行
う
た

め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
元
年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら
（
二
十
日
間
）

同

年
十
二
月
十
六
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

会
津
若
松
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
号

河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十

四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

河
川
の
名
称

一
級
河
川
阿
武
隈
川
水
系
逢
瀬
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

郡
山
市
富
久
山
町
久
保
田
字
南
田
百
七
番
三

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

土
地

四
三
・
六
九
平
方
メ
ー
ト
ル

（
河
川
計
画
課
）

福
島
県
公
安
委
員
会
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福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。
令 和 元 年 11月 26日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 森 岡 幸 江
福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ７ 号

福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則
第 １ 条 福 島 県 道 路 交 通 規 則 （ 昭 和 35年 福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 14号 ） の 一 部 を 次 の よ
う に 改 正 す る 。
第 ２ 条 の ３ 第 １ 項 第 ４ 号 エ (ｲ)中 「 車 い す 」 を 「 車 椅 子 」 に 改 め る 。
第 ８ 条 第 ３ 項 第 １ 号 中 「 は り 付 け る 」 を 「 貼 り 付 け る 」 に 改 め る 。
第 37条 第 １ 項 中 「 工 業 標 準 化 法 」 を 「 産 業 標 準 化 法 」 に 、 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日

本 産 業 規 格 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」
に 改 め 、 同 条 第 ４ 項 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 、 「 は り 付 け な け れ
ば 」 を 「 貼 り 付 け な け れ ば 」 に 改 め る 。
様 式 第 １ 号 の ４ 備 考 ３ 、 様 式 第 １ 号 の ５ 備 考 ３ 、 様 式 第 １ 号 の ６ 備 考 ２ 、 様 式 第 ７

号 備 考 ２ 、 様 式 第 18号 の ２ 備 考 、 様 式 第 21号 （ 表 ） 備 考 ２ 、 様 式 第 33号 の ２ 備 考 ２ 、
様 式 第 33号 の ２ の ２ 備 考 ２ 、 様 式 第 40号 の ３ の ２ 備 考 及 び 様 式 第 40号 の ４ の ２ 備 考 ３
中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。
様 式 第 4 0号 の ６ 備 考 １ ⑵ ウ 中 「 覚 せ い 剤 」 を 「 覚 醒 剤 」 に 改 め 、 同 様 式 備 考 ３ 中

「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。
様 式 第 40号 の ８ （ 表 ） 備 考 ５ 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め 、 同 様

式 （ 裏 ） ３ 中 「 禁 錮 」 を 「 禁 錮 」 に 改 め 、 同 様 式 （ 裏 ） ６ 中 「 覚 せ い 剤 」 を 「 覚 醒
こ

剤 」 に 改 め る 。
様 式 第 40号 の ９ 備 考 ５ 及 び 様 式 第 40号 の 10備 考 ６ 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業

規 格 」 に 改 め る 。
様 式 第 40号 の 11備 考 １ ⑷ 中 「 覚 せ い 剤 」 を 「 覚 醒 剤 」 に 改 め 、 同 様 式 備 考 ６ 中 「 日

本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。
様 式 第 40号 の 12備 考 ７ 及 び 様 式 第 40号 の 13備 考 ６ 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業

規 格 」 に 改 め る 。
第 ２ 条 福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 29条 の ２ 中 「 施 行 規 則 第 29条 第 ３ 項 」 を 「 施 行 規 則 第 21条 第 ３ 項 、 施 行 規 則 第 29
条 第 ３ 項 」 に 、 「 停 止 さ れ て お ら ず 、 か つ 、 免 許 証 の 再 交 付 の 申 請 を 併 せ て 行 う も の
で は な い 場 合 」 を 「 停 止 さ れ て い な い 場 合 」 に 改 め る 。
第 30条 の ４ 中 第 ５ 項 を 第 ６ 項 と し 、 第 ４ 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

５ 施 行 規 則 第 30条 の 13第 ２ 項 の 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 福 島 県 福 島 警 察 署
長 、 福 島 県 福 島 北 警 察 署 長 、 福 島 県 郡 山 警 察 署 長 又 は 福 島 県 郡 山 北 警 察 署 長 を 経 由
し て 運 転 経 歴 証 明 書 の 再 交 付 を 申 請 す る 場 合 （ 福 島 県 公 安 委 員 会 が 別 に 定 め る 方 法
に よ り 福 島 県 福 島 警 察 署 長 、 福 島 県 福 島 北 警 察 署 長 又 は 福 島 県 郡 山 北 警 察 署 長 を 経
由 し て 運 転 経 歴 証 明 書 の 再 交 付 を 申 請 す る 場 合 を 除 く 。 ） 以 外 の 場 合 と す る 。
様 式 第 19号 の 11を 次 の よ う に 改 め る 。

───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様 式 第 19号 の 11（ 第 30条 の ４ 関 係 ）

運 転 経 歴 証 明 書 再 交 付 申 請 書
年 月 日

福 島 県 公 安 委 員 会
フ リ ガ ナ 性 別

（ 氏 ） （ 名 ） 男
氏 名 写 真

申 女

生 年 月 日 年 月 日
請

福 島 県
住 所

者
連 絡 先 （ ）
変 更 が あ 旧 氏 名
る 場 合 旧 住 所

再 交 付 理 由 □ 亡 失 ・ 滅 失 ・ 汚 損 ・ 破 損 □ 記 載 事 項 変 更 □ 写 真 変 更 □ そ の 他
日 時 年 月 日 時 頃 ～ 年 月 日 時 頃
場 所

亡
□ 経 歴 証 明 書 だ け な く し た 。

失
・ □ 経 歴 証 明 書 を 財 布 ・ バ ッ ク ・ そ の 他 （ ） ご と な く し た 。
汚

□ ゴ ミ 、 新 聞 紙 な ど と 一 緒 に 捨 て た 。
損

□ 家 の 中 で な く し た が 見 つ か ら な い 。
等 状 況 □ 誤 っ て 裁 断 し て し ま っ た 。
時

□ 写 真 が 不 鮮 明 。
の

□ 置 引 き ・ 盗 難 に あ っ た 。
状

□ そ の 他 （ ）
況

有 ・ 無
届 出

年 月 日 （ 警 察 署 ・ 交 番 ・ 駐 在 所 ）

記 載 事 項
変 更 の 内 容

そ の 他
（ 内 容 ）

※ 私 は 、 亡 失 し た 運 転 経 歴 証 明 書 を 発 見 し た 際 は 、 必 ず 返 納 し ま す 。
氏 名 印

記 入 上 の 注 意
1 黒 又 は 青 の ボ ー ル ペ ン で 、 明 瞭 に 楷 書 で 記 入 し て く だ さ い 。
2 写 真 は 、 申 請 前 6月 以 内 に 撮 影 し た 無 帽 （ 申 請 者 が 宗 教 上 又 は 医 療 上 の 理 由 に
よ り 顔 の 輪 郭 を 識 別 す る こ と が で き る 範 囲 内 に お い て 頭 部 を 布 等 で 覆 う 者 で あ
る 場 合 を 除 く 。 ） 、 正 面 、 上 三 分 身 、 無 背 景 の 縦 の 長 さ 3 . 0セ ン チ メ ー ト ル 、 横
の 長 さ 2 . 4セ ン チ メ ー ト ル の も の と し 、 そ の 裏 面 に 氏 名 及 び 撮 影 年 月 日 を 記 入 し
て く だ さ い 。
3 再 交 付 理 由 が 「 亡 失 ・ 滅 失 ・ 汚 損 ・ 破 損 」 の 場 合 に は 、 亡 失 ・ 汚 損 等 時 の 状
況 の 欄 を 記 入 し て く だ さ い 。
4 再 交 付 理 由 が 「 記 載 事 項 変 更 」 の 場 合 に は 、 記 載 事 項 変 更 の 内 容 の 欄 に そ の
内 容 を 記 入 し て く だ さ い 。
5 再 交 付 理 由 が 「 そ の 他 」 の 場 合 に は 、 そ の 他 （ 内 容 ） の 欄 に そ の 内 容 を 記 入
し て く だ さ い 。
6 ※ 印 の 文 言 に つ い て は 、 再 交 付 の 理 由 が 「 亡 失 」 の 場 合 に 記 入 し て く だ さ い 。
7 福 島 県 収 入 証 紙 に つ い て は 、 裏 面 に 貼 付 す る こ と 。



【定価 １箇月 3,560円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第 ３ 条 福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

様 式 第 40号 の ６ 備 考 １ ⑵ ア 中 「 戸 籍 の 謄 本 又 は 抄 本 」 を 「 住 民 票 の 写 し （ 住 民 基 本
台 帳 法 第 ７ 条 第 ５ 号 に 掲 げ る 事 項 」 に 、 「 国 籍 等 （ 住 民 基 本 台 帳 法 」 を 「 同 法 」 に 、
「 を い う 。 ） の 記 載 さ れ た 住 民 票 の 写 し 」 を 「 ） が 記 載 さ れ た も の に 限 る 。 」 に 改
め 、 同 様 式 備 考 １ ⑵ 中 イ を 削 り 、 ウ を イ と し 、 エ を ウ と す る 。
様 式 第 40号 の ８ （ 裏 ） ２ 中 「 成 年 被 後 見 人 若 し く は 被 保 佐 人 又 は 破 産 者 で 」 を 「 破

産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て 」 に 、 「 も の 」 を 「 者 」 に 改 め る 。
様 式 第 40号 の 11（ 表 ） 備 考 １ ⑵ 中 「 戸 籍 の 謄 本 又 は 抄 本 」 を 「 住 民 票 の 写 し （ 住 民

基 本 台 帳 法 第 ７ 条 第 ５ 号 に 掲 げ る 事 項 」 に 、 「 住 民 基 本 台 帳 法 」 を 「 同 法 」 に 、 「 の
記 載 さ れ た 住 民 票 の 写 し 」 を 「 ） が 記 載 さ れ た も の に 限 る 。 」 に 改 め 、 同 様 式 （ 表 ）
備 考 １ 中 ⑶ を 削 り 、 ⑷ か ら ⑹ ま で を ⑶ か ら ⑸ ま で と す る 。

附 則
（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。
⑴ 第 １ 条 の 規 定 公 布 の 日
⑵ 第 ２ 条 の 規 定 令 和 元 年 12月 １ 日
⑶ 第 ３ 条 の 規 定 令 和 元 年 12月 14日
（ 経 過 措 置 ）

２ 第 １ 条 か ら 第 ３ 条 ま で の そ れ ぞ れ の 規 定 の 施 行 の 際 、 現 に 改 正 前 の 福 島 県 道 路 交 通
規 則 の そ れ ぞ れ の 規 定 に 基 づ き 提 出 さ れ て い る 申 請 書 、 届 出 書 及 び 申 込 書 は 、 改 正 後
の 福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 相 当 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書 、 届 出 書 及 び 申 込 書
と み な す 。

（ 交 通 企 画 課 ）


